
舘矢間まちづくりセンター使用料金早見表 令和元年10月1日より施行

利用時間 利用料金 冷暖房料 合計額 利用時間 利用料金 冷暖房料 合計額

1　時間 3,350 630 3,980 1　時間 330 120 450

2　時間 6,700 1260 7,960 2　時間 660 240 900

3　時間 10,050 1890 11,940 3　時間 990 360 1,350

4　時間 13,400 2520 15,920 4　時間 1,320 480 1,800

5　時間 16,750 3150 19,900 5　時間 1,650 600 2,250

6　時間 20,100 3780 23,880 6　時間 1,980 720 2,700

7　時間 23,450 4410 27,860 7　時間 2,310 840 3,150

8　時間 26,800 5040 31,840 8　時間 2,640 960 3,600

9　時間 30,150 5670 35,820 9　時間 2,970 1,080 4,050

10　時間 33,500 6300 39,800 10　時間 3,300 1,200 4,500

11　時間 36,850 6930 43,780 11　時間 3,630 1,320 4,950

12　時間 40,200 7560 47,760 12　時間 3,960 1,440 5,400

利用時間 利用料金 冷暖房料 合計額

1　時間 520 120 640

2　時間 1,040 240 1,280

3　時間 1,560 360 1,920

4　時間 2,080 480 2,560

5　時間 2,600 600 3,200

6　時間 3,120 720 3,840

7　時間 3,640 840 4,480 利用料金 冷暖房料

8　時間 4,160 960 5,120 大集会室 4,355円 819円

9　時間 4,680 1,080 5,760 研修室等 330円 156円

10　時間 5,200 1,200 6,400 調理室 520円 156円

11　時間 5,720 1,320 7,040

12　時間 6,240 1,440 7,680

摘要

1　利用者が町外居住の場合は、利用料金の2倍の金額(利用料金+冷暖房料)とする。

2　利用者が小・中学生の場合は、利用金額の半額とする。ただし、照明施設の利用を除く。

3　利用者が特別に電気、ガス、特設器具等を使用した場合は、その実費相当額を基準として、その都度定める額を徴収する。

4　利用時間外(午後10時から翌午前9時まで)に利用した場合は、利用料金の30％の金額を加算する。

5　利用料金に10円未満の端数が生じた場合は、10円単位に切り上げる。

◎施設利用時間が1時間に満たない場合であっても
1時間単位での利用料金が生じます。

◎施設の使用時間外に利用する場合は利用金額に
30％割り増しとなります。

割増料金(30％)
施設名

大集会室（3,350円/h） 研修室・会議室・和室（各部屋ごと）（330円/ｈ）

調理室(520円/ｈ) ◎施設の使用時間　午前9時から午後10時まで


